
 

西東京市学校施設適正規模・適正配置について 

 

１ 取組の経過 

日 付 内  容 

令和２年 ６月２２日 第５回学校施設適正規模・適正配置検討懇談会を開催 

７月２１日 基本方針（素案）について教育委員会定例会で報告 

     ８月２０日 
パブリックコメント開始（９月 23 日まで） 

説明用動画 ※１の作成・配信 

     ８月２０日 市民説明会（場所：防災センター、午後６時３０分から） 参加者９人 

８月２３日 
市民説明会（場所：田無第二庁舎、 ①午前１０時から・②午前１１時

３０分から）参加者①８人・②10 人 

９月１４日 
公共施設の見直しに関するシンポジウム動画配信 ※２（１０月３１日ま

で）において、教育委員会からはパブリックコメント用動画を配信 

９月２３日 パブリックコメント終了 ３８人から意見提出 

  ※１ 新 型 コロナウイルス感 染 症 拡 大 防 止 を踏 まえ、パネル展 示 等 に替 わる取 組 として、市 ホーム

ページ上に説明会で使用 した資料にナレーションを追加し、公開したもの。 

  ※２ 「西 東 京 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 」の改 定 に当 たり、今 後 、市 民 の皆 様 から意 見 聴 取 を

予 定 しており、まずは多 くの方 に興 味 を持 っていただくことを目 的 として動 画 配 信 によるシン

ポジウムを開催しているもの。 

 

２ 市民説明会・パブリックコメントにおける主な意見 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学級の少人数編制について 

 ・教育環境の向上を中心に据えた取組の必要性について 

 ・学校選択制の検証について 

 ・取組実施に際しての、丁寧な周知・説明等について   

 

３ 少人数編制に関する国等の主な動き 

 ・７月 ３日 全国 知事 会、全 国市 長会、全国 町村 会は、文 部科 学省 に、新 型コロナウイルス感

染症を踏まえた学校の学習環境整備に向けて緊急提言を提出した。 

 ・８月２０日 中央教育審議会の特別部会において、答申案作成に向けた骨子の検討に当たり、

児童生徒間の十分な距離を確保するための対応の必要性に言及している。 

 ・８月２５日 政府の教育再生実行会議において、少人数化の推進について指摘があり、ワーキ

ンググループ（WG）において検討を深めることを確認している。 

 ・９月 ８日 上記 WG において、少人数によるきめ細かな指導体制を計画的に整備する方向

性を確認した。今後の予算編成過程で、関係者間で丁寧に検討するように要望している。 

 ・９月２５日 文部科学省では、令和３年度予算概算要求において、少人数学級に関して金額を

明示しない「事項要求」とし、年末までの予算編成過程で具体額を検討することとしている。 

総合教育会議 資料８ 

令和２年 10 月 30 日 

教 育 部 教 育 企 画 課 



西東京市学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針（案）　概要版

本市の学校施設の適正規模・適正配置について、懇談会報告書において示された以下の５つのポイントを

踏まえて検討、取組を推進していきます。

①これまでの取組…平成２０年に方針を策定し、近接学校への対応、通学区域の変更などの取組を実施。

⇒依然として小規模化する学校や、施設規模を超える学校があり、引き続き取組が必要である。

②人口の動態………これまで増加傾向にあった人口が、少子高齢化の進展により減少し、児童・生徒数の減少が

顕著になる。⇒より良い教育環境の整備と教育の質の充実を図る必要がある。

③教育内容の変化…近年の社会の変化に伴い、未来の創り手となる子どもたちに求められる資質・能力も変化。

⇒多様な教育活動が展開できるよう一定の学校・学級規模を確保すること求められている。

④施設の更新需要と公共施設再編…多くの市公共施設が、今後、一斉に更新時期を迎えることとなる。⇒公共施

設の方向性を「総量抑制」と定めており、市公共施設の約６割を占めている学校施設の対策が課題となっている。

第１章 現状と課題

①適正な学校規模の確保

・１学年の学級数

小学校：各学年２学級以上 中学校：各学年３学級以上

・１学級の児童・生徒数

小学１・２年生及び中学１年生→35人

小学３～６年生及び中学２・３年生→40人

⑤学校施設の有効活用と多機能化、複合化

・児童・生徒数の減少に伴う余裕教室等の有効活用

・学童クラブ、社会教育施設など他の施設との複合化

・地域の防災拠点としての役割

・プール施設の在り方

・ひばりが丘中学校跡地を活用する解決策の検討

⑥老朽化施設の計画的な更新

・更新費用の平準化（長寿命化・建替え）

・建築年数・児童生徒数の推計から優先順位の検討

・将来的な転用を考慮した工法の導入

◆第３章 適正規模・適正配置の基本的な考え方

○小・中学校の規模の適正化及び適正配置に向けて、学

校・家庭・地域・行政の四者の連携・協働で取組を推進

するために、今後の中長期的な対応について、適正規

模・適正配置の基本的な考え方や基準、進め方を示す。

○今後の人口動態により児童・生徒数の推計値が変動す

る可能性があるため、10年を目途に時点修正を行う。

○本市の実情を踏まえ、文部科学省が平成27年に公表

した「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関

する手引」、平成31年に公表した「小学校施設整備指

針」、「中学校施設整備指針」を基に、基本方針、個別施

設計画に基づき実行していく。

第２章 西東京市学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針について

◆児童生徒の推計

10年以下

5% 11～20年
4%

21～30年
5%

31～40年
21%

41～50年
53%

51年以上

12%

学校校舎経過年数の割合

10年以下 11～20年 21～30年 31～40年 41～50年 51年以上◆学校施設の経過年数

○児童・生徒数、学級数の推計

・児童・生徒数の合計数は年々減少

していく傾向

・学校ごとに増減の波がある。

・単学級はないが、学級数が基準を

下回る見込みの学校がある。

・１学級当たりの児童・生徒数が基

準を大きく下回る学校がある

○施設老朽化の状況

・“校舎”の経過年数を中心として検討

・長寿命化対応の可否を検証

・施設更新の方法を検討

（更新費用平準化）

学校施設個別施設計画

■学校施設の全体把握

■老朽化状況の把握

■今後の維持・更新コストの把握

■直近の整備計画の策定

インフラ長寿命化計画（国）

公共施設等総合管理計画（市）

適正規模・適正配置基本方針

⇒学校施設個別施設計画

③通学距離及び通学区域の設定

・概ね、小学校４Km以内、中学校６Km以内

・防犯面・交通安全面からの環境・距離

・地域コミュニティとの整合

・学校選択制度の検証

④その他教育施策等への対応

・変化する教育環境への対応

・地域との連携・協働

・西東京市独自の小中一貫教育

◆検討する際の考え方・視点
②効率的な学校運営の確保

・児童・生徒数の推計から全体としては減少傾向

・各学校で増減の波が生じる見込み

・学級数が基準を下回る見込みの学校がある

・単学級となる見込みの学校はない

・１クラスの人数が基準を大きく下回る学校がある

【ポイント①】教育効果の向上を踏まえた取組  

 

 

 

【ポイント②】地域との対話による学校づくり 

 

 

 

【ポイント③】学校施設に求められる役割  

 

 

 

【ポイント④】効果的な教育活動  

 

 

 

【ポイント⑤】特定課題（近接校）への対応  

 



向台小学校

栄小学校

保谷第一小学校

東小学校

碧山小学校

保谷小学校

住吉小学校

本町小学校

東伏見小学校

保谷第二小学校

柳沢小学校

上向台小学校

芝久保小学校

けやき小学校

中原小学校

田無小学校

谷戸第二小学校

谷戸小学校

・・・鉄道踏切

・・・建築年数が50年以上の校舎がある学校

凡例

・・・建築年数が45年以上50年未満の校舎がある学校

・・・建築年数が40年以上45年未満の校舎がある学校

・・・全ての校舎の建築年数が40年未満の学校

R２、28～39年度

１学級当たりの人数が基準
を大きく下回る学年が生
じると見込まれる

R２・３、17～42年度
１学級当たりの人数が基準
を大きく下回る学年が生
じると見込まれる

R２～７、15・16年度
１学級当たりの人数が基準を大きく下回
る学年が生じると見込まれる

R２～６年度

学級数が25学級以上となり大規模校と
なると見込まれる

R５～７年度
学級数が25学級以上となり大規模校と
なると見込まれる

田無第三中学校

ひばりが丘中学校

田無第二中学校

明保中学校

保谷中学校

田無第一中学校

田無第四中学校

青嵐中学校

・・・鉄道踏切

・・・建築年数が50年以上の校舎がある学校

凡例

・・・建築年数が45年以上50年未満の校舎がある学校

・・・建築年数が40年以上45年未満の校舎がある学校

・・・全ての校舎の建築年数が40年未満の学校

柳沢中学校

R２～42年度
学級数が基準よりも少ない
ことが見込まれる（６～８学
級）

今後、一斉に更新時期を迎える更新需要に対応することは困難であり、隣接校との通学区域の調整、

近接校の統合や複合化などを検討するほか、工法として長寿命化と建替えとの方策を組み合わせによ

り、更新費用を平準化する。以下の視点①②双方の側面を勘案し、個々の学校のみで検討を進めるの

ではなく、隣接する学校や同時期に建設された学校などを含めて総合的な視点で優先順位や内容を検

討していく必要がある。
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◆学校施設の方向性の検討

中学校の配置図

保護者・地域住民への適切な情報公開・連携により、基本方針の考え方や学校施設の課題・見通しを共有し、十分な

意見交換・合意形成の上、取組を推進する。

◆取組推進時の留意点

◆第４章 適正規模・適正配置の取組方針

小学校の配置図


